
研

修

期

間

単

位

数

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で

十
四
単
位

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で

二
十
八
単
位

平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で

四
十
二
単
位

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

五
十
六
単
位

旧

試

験

科

目

新

試

験

科

目

地
球
工
学

理
工
Ò
（
工
学
）

機
械
工
学

理
工
Ò
（
工
学
）

物
理
工
学

理
工
Ó
（
数
学
・
物
理
）

情
報
通
信
工
学

理
工
Ö
（
情
報
）

応
用
化
学

理
工
Ô
（
化
学
）

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

理
工
Õ
（
生
物
）

弁
理
士
の
業
務
に
関
す
る
法
律

法
律
（
弁
理
士
の
業
務
に
関
す
る
法
律
）

告

示

平成™—年š月˜ 日 水曜日 (号外第œ›号)官 報

第
三

平
成
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
七
十
二
号

（
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
書
の
様
式
を
定
め
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

を「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

に
改
め
る
。

１
か
ら
５
ま
で
中「

承
認
申
請
書
」

を「
許
可
申
請

書
」

に
、

「
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

を

「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

に
、

「
承
認
を
」

を「
許
可
を
」

に
改
め
る
。

第
四

平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
五
十
九

号
（
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
の
四
第
一
号
の

危
険
の
程
度
の
区
分
を
定
め
る
件
）
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
号
b

中
、「
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
」
を
「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る

省
令
」
に
改
め
る
。

第
五

平
成
十
四
年
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
一
号
（
承

認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
別
表
第
三
か
じ
き

等
流
し
網
漁
業
の
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
線
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

を「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

に
改
め
る
。

第
六

平
成
十
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号

（
海
面
漁
業
生
産
統
計
調
査
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
等
を
定
め
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
承
認
」
を
削
る
。

第
七

平
成
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
三
号
（
承

認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
第
十
八
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
衛
星
船
位
測
定

送
信
機
に
よ
る
位
置
の
報
告
義
務
に
つ
い
て
農
林
水
産

大
臣
が
定
め
る
海
域
及
び
報
告
の
方
法
を
定
め
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

を「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
」

に
改
め
る
。

承
認
漁
業
の
名
称
の
項
中
「
承
認
漁
業
」
を
「
特
定

大
臣
許
可
漁
業
」
に
改
め
る
。

第
八

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
告
示
第
七
十
七
号
（
瀬
戸

内
海
漁
業
取
締
規
則
第
三
条
第
一
項
但
書
の
規
定
に
基

き
期
間
及
び
海
域
を
指
定
す
る
告
示
）
は
、廃
止
す
る
。

第
九

平
成
十
三
年
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
六
十
四
号

（
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第

九
十
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
農
林

水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
歯
鯨
を
定
め
る

件
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
十
号

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
令
第

十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
七
十
号
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

平
成
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
七
十
号
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
告
示

第
一

平
成
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
七
十
号
（
承

認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
第
二
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
第

二
十
六
条
」
を
「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に

関
す
る
省
令
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

９
の
備
考
の
４
中「

承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す

る
省
令
」

を「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関

す
る
省
令
」

に
改
め
る
。

第
二

平
成
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号

（
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
第
二
十
三
条

第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
書
の
様
式
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
第

二
十
三
条
」
を
「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に

関
す
る
省
令
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

４
の
備
考
の
２
中「

承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す

る
省
令
」

を「
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関

す
る
省
令
」

に
改
め
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
二
号

経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本
調
査
規
則
（
平
成
四
年
九
月
二
十
二
日
通
商
産
業
省
令
第
五
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
企
業
活
動
基
本
調
査
票
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
告
示
第
七
十
七
号
（
経
済
産
業
省
企
業
活
動
基
本
調
査
規
則
に
基
づ
き
企
業
活
動

基
本
調
査
票
の
様
式
を
定
め
る
件
）
は
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
条

の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
継
続
研
修
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
弁
理
士
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
日
本
弁
理
士
会
が
指
定
す
る
研
修
期
間
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
で
あ
る
者
は
、
日
本
弁
理
士

会
が
行
う
弁
理
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
研
修
（
以
下「
継
続
研
修
」と
い
う
。）

を
当
該
研
修
期
間
前
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
単
位
以
上
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
新
た
に
弁
理

士
の
登
録
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

平
成
二
十
年
度
に
行
う
継
続
研
修
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
事
業
年
度
の
開
始
前
に
」
と

あ
る
の
は
「
事
業
年
度
の
開
始
後
、
遅
滞
な
く
」
と
、「
事
業
年
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
経
済
産
業
大
臣
」
と
あ
る
の

は
「
経
済
産
業
大
臣
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
弁
理
士
の
情
報
公
表
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

法
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六

月
間
は
、
新
規
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
六
号

ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
弁
理
士
試
験
の
論
文
式
試
験
の
免
除
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
弁
理
士
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）第
三
条
に
規
定
す
る
科
目

に
つ
い
て
法
第
十
一
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
は
、
新
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
科
目
に
つ
い
て
法
第
十
一
条
第
三

号
に
該
当
す
る
者
と
み
な
し
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
者
が
受
験
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
規
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
試
験
の
科
目
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
新
規
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
試
験
を
免
除
す
る
。
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